
　転勤や入学・卒業などにより住所が変わる方で、転入・転出の届出など、平日窓口に来られない方に利用していた
だくために、年度末と年度初めの日曜日に市役所の窓口を一部開庁します。

※上記以外の業務については、取り扱いができませんのでご理解、ご協力をお願いします。
　なお、上記業務のうち、国や他の市町村など他の機関等への問い合わせが必要な場合は、取り扱いができない業

務があります。

※証明書の交付等の際には、窓口に来られた方の本人確認書類（運転免許証、個人番号カード、住基カードなど）が必要です。
　また、同じ世帯以外の方の証明書等が必要な場合は、その方の委任状も必要ですので、ご注意ください。
　（戸籍については、戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系の方以外の人は委任状が原則必要です。）
※手続により必要書類が異なりますので、事前に担当課へのご確認をお願いします。

市役所日曜開庁のお知らせ

パーク・アンド・ライド駐車場使用者募集津田町中央駐車場利用者募集
　平成31年度さぬき市津田町中央駐車場の利用者を
募集します。

・転入、転出等住所変更届出の受付
・住民票、戸籍謄・抄本等証明書の交付
・印鑑登録、証明書の交付

【市民課】
☎（087）894‐9218

・納税証明書の交付（法人市民税を除く。）
・市県民税所得、課税証明書の交付
・固定資産税公課、評価、所有証明書の交付
・固定資産税住宅用家屋証明書の交付
・原付等の登録、廃車手続（さぬき市のナンバーに限る。）

【税務課】
☎（087）894‐1118
☎（087）894‐9210

【問】市民課　　☎（087）894‐9218

◆開庁日時　3月31日（日）、4月7日（日）の2日間　午前8時30分から午後5時15分まで
◆開庁窓口　市役所本庁1階　市民課、税務課
◆業務内容

駐車場概要

利 用 料 金

利 用 期 間

所在地 津田町津田1010番地10の一部 
募集区画 73区画

月額　　　　  3,000円（1区画）
年間一括払　34,200円（1区画）

（平成31年4月26日までに12ヶ月分の利
 用料金を一括納入する場合に限ります。）

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで

・印鑑
・申請書（都市計画課・津田支所にあります。）

    平成31年3月15日（金）まで
    （区画数に達し次第、受付を終了します。）

【問・申】都市計画課　☎（087）894‐1113
【問・申】都市計画課　☎（087）894‐1113

津田支所　　☎（0879）42‐3101

申請時に必要なもの

　平成31年度さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場の
使用者を募集します。

駐車場概要

使 用 料 金

使 用 期 間

所在地 志度5385番地6（本庁舎東側）
募集区画 84区画
月額3,000円

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで
　　　　 公共交通機関を利用して通勤・通学を
　　　　している方

・印鑑　　・免許証（コピー可）
・定期券等公共交通機関の利用を証明できるもの（コピー可）
・車検証等駐車しようとする自動車の車種および車輌

番号の確認ができるもの（コピー可）

    平成31年3月15日（金）まで
    （区画数に達し次第、受付を終了します。）

申請時に必要なもの

申込受付期間
申込受付期間

申込のできる方
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・戸籍の届出 （出生・婚姻・死亡届等）の受付
・個人番号カードの交付（8:40～16:30）
・通知カードの交付

・臨時ナンバーの貸出し
・口座振替申請の受付
・固定資産台帳（名寄せ帳）の閲覧
・土地、家屋縦覧台帳の縦覧（4月1日から）　さぬき市へ転入された方で90か月（7歳6か月）未満のお子さまの保護者の方は、今までに受けている予防接

種についてご連絡をください。予防接種の種類によっては通知の時期を過ぎている場合がありますので、必ずご
連絡をお願いします。
　90か月以上～高校3年生相当年齢の方についても、公費（無料）で接種できる場合がありますので、国保・健康
課までご連絡をお願いします。　

転入された方へ

　長期にわたり療養を必要とする疾病で予防接種を受けられなかった方が、回復後2年（高齢者の肺炎球菌につ
いては回復後1年）以内に接種する場合には、定期接種として認められる場合があります。
　対象となる疾病の種類や対象年齢等については、国保・健康課までお問い合わせください。

長期療養のため定期接種を受けられなかった方へ

　麻しんは感染力の強い疾患であり、防ぐためには予防接種が効果的とされています。
　また、麻しん・風しんは乳幼児期にかかることが多いため、１歳になったらなるべく早く第1期の予防接種を受
けるようにしましょう。
平成30年度対象者（自己負担：無料）

　【第１期】生後１２ヶ月～２４ヶ月に至るまでの間にある方
　【第２期】平成２４年４月２日～平成２５年４月１日生まれ
　　　　　（５歳以上７歳未満で小学校就学前１年の間にある方）
　今年度の第２期の対象者で、まだ予防接種を受けられていない方は、平成31年3月31日までに予防接種を受
けましょう！！（3月31日を過ぎると任意接種となるため、全額自己負担となります。）
　☆予診票を紛失した方は再発行しますので、国保・健康課までご連絡ください。

この対象者は、3月末までが
対象期間です。
4月からは有料となりますの
でご注意ください。

【問】国保･健康課(長尾支所2階)　☎（0879）52‐2518

　高齢者の肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防するためのワクチンです。下記内容をご確認いただ
き、医療機関へご予約の手続きをお願いします。
※①の対象の方には5月下旬に予診票を発送しています。
■対　象　者　①平成30年度に次の年齢となる方

　　　　　　②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の身体障害者手帳1級を保持する
方またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

■接種期間　平成30年6月1日（金）～平成31年3月31日（日）まで
　　　　　　※この期間を過ぎると任意接種となるため、全額自己負担となります。
■接種回数　1回　※過去に成人用肺炎球菌ワクチン（23価）を接種したことがある方は対象外となります。

■自己負担　2,500円（接種した医療機関でお支払いください。）
　　　　　　※市民税非課税世帯および生活保護法による被保護世帯に属する方は免除制度があります。

年齢 対象生年月日

65歳

70歳

75歳

80歳

　
昭和28年4月2日生～昭和29年4月１日生の方

昭和23年4月2日生～昭和24年4月１日生の方

昭和18年4月2日生～昭和19年4月１日生の方

昭和13年4月2日生～昭和14年4月１日生の方

年齢 対象生年月日

85歳

90歳

95歳

100歳

　
昭和8年4月2日生～昭和9年4月１日生の方

昭和3年4月2日生～昭和4年4月１日生の方

大正12年4月2日生～大正13年4月１日生の方

大正7年4月2日生～大正8年4月１日生の方

接種希望の方は３月末までにお受けください。４月からは、全額自己負担となりますのでご注意ください。

　多和診療所では、通院受診することが困難な方のため
に、往診・訪問診療を行っています。また必要に応じて専
門医療機関への紹介もしていますので、体の心配なこと
を医師に相談してみませんか？お気軽にご相談・ご利用
ください。（※医療保険を使用します。）

多和診療所からのお知らせ

火曜日：13：00～16：00
木曜日：  9：00～12：00(外来診療のみ)
※祝日および年末12/29～年始1/3は休診です。

【問】多和診療所　☎（0879）56‐2019　国保・健康課　☎（0879）52‐2514

麻しん（はしか）風しん予防接種について

高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種について

【多和診療所診療時間】

予防接種のお知らせ
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